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高齢者の行方がわからなくなったときに
　認知症などが原因で、高齢者が外に出たまま行方が分からなく

なってしまったときは、すぐに警察署に連絡してください。

　「はいかいシルバーSOSネットワークシステム」を利用して捜索

することができます。

　市でも警察署から情報提供を受け、「むらかみ防災・防犯情報

ねっと」のメール配信や防災行政無線で捜索を広く呼びかけます。

はいかいシルバー SOSネットワークシステムについて
　地域ぐるみで高齢者の見守りの輪を広げ、認知症などにより行方不明となった高

齢者を、関係機関の協力を得て早期に発見・保護することを目的としています。

① 村上警察署がFAXで登録事業所（金融機関、交通機関、給油所、商業施設、介護サー

ビス事業所など約230か所）に情報提供

②警察・市・登録事業所で情報共有し、早期発見・保護を図る

③発見者から村上警察署や市へ連絡

シリーズ「認知症」
～住み慣れた地域で安心して

暮らしていくために～

包括支援センターだより

と　き　［村上］　10月20日㈫

　　　　午後１時30分～３時30分

ところ　村上市役所　相談室

対象者　市内在住の介護者

参加費　無料

申し込み　 10月16日㈮までに電話

で申し込んでください。

介護者のつどい

●問い合わせ　介護高齢課地域包括支援センター　☎53－2111（内線365）

　　　　　　　または各支所地域振興課地域福祉室

10月から保険税（料）の特別徴収が始まります
　７月中旬に送付した「国民健康保険税納税通知書」「介護保険料納入通知書」「後期高齢者医療保険料納入通

知書」の「特別徴収（円）」欄の10月、12月、２月に金額が印字されている人は、10月からの納付方法が普通徴収

（納付書や口座振替）から特別徴収（年金からの天引き）に変更となりますので、ご確認ください。

例）後期高齢者医療保険料納入通知書の場合

※保険料（税）の納付方法が変更となった人は、送付してある変更通知書でご確認ください

●問い合わせ　税務課保険税係　☎53－2111（内線223、224）

例
　ここの『特別徴収（円）』欄に10月以降、

金額が印字されている人は、10月から特

別徴収となります。


